
我孫子市水道事業給水条例の一部を改正する条例（案）  

我孫子市水道事業給水条例（平成２年条例第 17号）の一部を次のように改

正する。  

 

改正後  改正前  

（趣旨）  （趣旨）  

第１条  この条例は、我孫子市水道事

業の設置等に関する条例（昭和 43年

条例第７号）により市が設置する水

道事業の給水について、水道法（昭

和 32年法律第 177号）第 14条に規定

する料金及び給水装置工事の費用

の負担区分その他の供給条件並び

に給水の適正を保持するために必

要な事項を定めるものとする。  

第１条  この条例は、我孫子市水道事

業の設置等に関する条例（昭和 43年

条例第７号。以下「設置条例」とい

う。）により市が設置する水道事業

の給水について、水道法（昭和 32年

法律第 177号）第 14条に規定する料

金及び給水装置工事の費用の負担

区分その他の供給条件並びに給水

の適正を保持するために必要な事

項を定めるものとする。  

（料金）  （料金）  

第 21条  料金は、１月について、基本

料金と従量料金との合計額（１円未

満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てる。第 25条において同

じ。）とする。  

第 21条  料金は、１月について、次の

表に定めるところにより算出した

額（１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てる。第 25条

において同じ。）とする。  

２  基本料金は、次の表のとおりとす

る。  

用途  基本料金  超過料金（１立

方メートルにつ

いて）  

基本水

量  

料金  超過水

量  

料金  

用途  量水器の口

径  

金額  

一般用（浴

場営業用

13ミリメー

トル  

1,287円  



（物価統制

令（昭和 21

年勅令第 11

8号）第４条

の規定によ

り入浴料金

の価格の統

制額の指定

を受ける公

衆浴場用を

いう。以下

同じ。）以

外の用途を

いう。以下

同じ。）  

20ミリメー

トル  

1,529円  

25ミリメー

トル  

2,200円  

30ミリメー

トル  

2,640円  

40ミリメー

トル  

3,520円  

50ミリメー

トル  

4,400円  

75ミリメー

トル  

6,600円  

100ミリメ

ートル  

8,800円  

150ミリメ

ートル  

13,200円  

200ミリメ

ートル  

17,600円  

250ミリメ

ートル  

22,000円  

浴場営業用   6,215円  
 

一般

用（浴

場営

業用

以外

の用

途を

いう。

以下

同

じ。） 

５立方

メート

ルまで  

1,16

6円

（量

水器

の口

径が

13ミ

リメ

ート

ルの

もの

にあ

つて

は 97

9円） 

６立方

メート

ルから 1

0立方メ

ートル

まで  

24.2円  

11立方

メート

ルから 2

0立方メ

ートル

まで  

159.5

円  

21立方

メート

ルから 3

0立方メ

ートル

まで  

207.9

円  

31立方

メート

ルから 4

0立方メ

ートル

まで  

260.7

円  

41立方

メート

ルから 5

0立方メ

317.9

円  

３  従量料金は、次の表のとおりとす

る。  

用途  使用水量  金額（１立

方メートル

について）  

一般用  １立方メー

トルから 10

33円  



立方メート

ルまで  

11立方メー

トルから 20

立方メート

ルまで  

203.5円  

21立方メー

トルから 30

立方メート

ルまで  

261.8円  

31立方メー

トルから 40

立方メート

ルまで  

328.9円  

41立方メー

トルから 50

立方メート

ルまで  

400.4円  

51立方メー

トルから 1,

000立方メ

ートルまで  

479.6円  

1,001立方

メートル以

上  

445.5円  

浴場営業用  101立方メ

ートル以上  

99円  

 

ートル

まで  

51立方

メート

ルから 1

00立方

メート

ルまで  

380.6

円  

101立方

メート

ル以上  

445.5

円  

浴場

営業

用（物

価統

制令

（昭

和 21

年勅

令第 1

18号）

第４

条の

規定

によ

り入

浴料

金の

100立

方メー

トルま

で  

6,21

5円  

101立方

メート

ル以上  

99円  



価格

の統

制額

の指

定を

受け

る公

衆浴

場用

をい

う。以

下同

じ。） 
 

（料金の算定）  （料金の算定）  

第 22条  料金は、隔月の定例日（料金

算定の基準日として、あらかじめ局

長が定めた日をいう。以下同じ。）

に量水器の検針を行い、その計量し

た使用水量をもつてその日の属す

る月分及びその前月分の料金を算

定するものとする。この場合におい

て、各月の使用水量は等量とみな

し、１月分の使用水量に１立方メー

トル未満の端数を生じたときは、こ

の端数をいずれか一方の月の使用

水量に加えるものとする。  

第 22条  料金は、毎月の定例日（料金

算定の基準日として、あらかじめ局

長が定めた日をいう。以下同じ。）

に量水器の検針を行い、検針した水

量に１立方メートル未満の端数が

あるときは、次回に繰り越し、その

計量した使用水量をもつて算定す

る。  

２  前項の規定にかかわらず、やむを

得ない理由があるときは、局長は、

毎月量水器の検針を行い、又は定例

２  前項の規定にかかわらず、やむを

得ない理由があるときは、局長は、

定例日以外の日に量水器の検針を



日を変更して量水器の検針を行う

ことができる。  

行うことができる。  

（使用水量及び用途の認定）  （使用水量及び用途の認定）  

第 24条  局長は、量水器に異常があつ

たときその他使用水量が不明のと

きは、前４月以内又は後４月以内の

使用水量その他の事情を考慮して、

当該使用水量を認定するものとす

る。  

第 24条  局長は、量水器に異常があつ

たときその他使用水量が不明のと

きは、前３月以内又は後３月以内の

使用水量その他の事情を考慮して、

当該使用水量を認定するものとす

る。  

２  略  ２  略  

（特別な場合における料金等の算

定）  

（特別な場合における料金等の算

定）  

第 25条  月（定例日の翌日から１月を

経過する日まで又は当該１月を経

過する日から次の定例日までをい

う。以下この条において同じ。）の

中途において、給水を開始し、中止

し、又は廃止する届出があつた場合

の当該月の料金（基本料金に係る部

分に限る。）は、第 21条第２項に規

定する基本料金に、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める率を乗じて得た額とする。  

第 25条  月（定例日の翌日から次の定

例日までをいう。以下この条におい

て同じ。）の中途において、給水を

開始し、中止し、又は廃止する届出

があつた場合の当該月の料金は、次

に定めるところにより算定する。給

水を再び開始するときも、また同様

とする。  

(1) 使用日数が 15日以内のとき  

100分の 50 

(1) 使用水量が３立方メートル未

満の場合  第 21条に規定する基本

料金の額に２分の１を乗じて得た

額  

(2) 使用日数が 15日を超えるとき

 100分の 100 

(2) 使用水量が３立方メートル以

上の場合  第 21条の規定により算



定した額  

２  月の中途において、第 21条第２項

及び第３項に規定する用途を変更

する届出があつた場合の当該月の

料金は、当該月の使用水量につき使

用日数の多い用途（当該月について

変更前の用途による使用日数と変

更後の用途による使用日数が同日

である場合にあつては変更後の用

途）を適用して算定する。  

２  月の中途において、第 21条に規定

する用途を変更する届出があつた

場合の当該月の料金は、当該月の使

用水量につき使用日数の多い用途

（当該月について変更前の用途に

よる使用日数と変更後の用途によ

る使用日数が同日である場合にあ

つては変更後の用途）を適用して算

定する。  

３  臨時給水又は応急給水を受けた

場合の料金は、使用水量１立方メー

トルについて 479.6円とする。  

３  臨時給水又は応急給水を受けた

場合の料金は、使用水量１立方メー

トルについて 349.8円とする。  

（料金の徴収）  （料金の徴収）  

第 26条  料金は、隔月に徴収する。た

だし、局長が必要と認める場合は、

変更することができる。  

第 26条  料金は、毎月徴収する。ただ

し、局長が必要と認める場合は、変

更することができる。  

２  略  ２  略  

（手数料）  （手数料）  

第 27条  手数料は、次に定めるところ

による。  

第 27条  手数料は、次に定めるところ

による。  

納付義務者  手数料  

 

 

 

 

略  
 

納付義務者  手数料  

閉栓の申込

みをする者  

閉栓手数料  １件につ

いて  

営業時間内  500円  

営業時間外  750円  

略  
 

２  略  ２  略  



（給水の停止）  （給水の停止）  

第 33条  局長は、次の各号のいずれか

に該当するときは、その理由が継続

する間給水を停止することができ

る。  

第 33条  局長は、次の各号のいずれか

に該当するときは、その理由が継続

する間給水を停止することができ

る。  

(1)及び (2) 略  (1)及び (2) 略  

(3) 第 21条第１項若しくは第 25条

第１項の料金、第 27条の手数料又

は第 28条の納付金を、局長が指定

する納付期限までに納付しないと

き。  

(3) 第 21条若しくは第 25条第１項

の料金、第 27条の手数料又は第 28

条の納付金を、局長が指定する納

付期限までに納付しないとき。  

（過料）  （過料）  

第 34条  市長は、次の各号のいずれか

に該当する者に対し、５万円以下の

過料に処する。  

第 34条  市長は、次の各号のいずれか

に該当する者に対し、５万円以下の

過料に処する。  

(1)から (3)まで  略  (1)から (3)まで  略  

(4) 第 21条第１項若しくは第 25条

第１項の料金、第 27条の手数料又

は第 28条の納付金の徴収を免れよ

うとして詐欺その他不正の行為を

した者  

(4) 第 21条若しくは第 25条第１項

の料金、第 27条の手数料又は第 28

条の納付金の徴収を免れようとし

て詐欺その他不正の行為をした者  

（料金を免れた者に対する過料）  （料金を免れた者に対する過料）  

第 35条  市長は、詐欺その他不正の行

為によつて、第 21条第１項若しくは

第 25条第１項の料金、第 27条の手数

料又は第 28条の納付金の徴収を免

れた者に対し、その免れた金額の５

倍に相当する金額（当該５倍に相当

する金額が５万円を超えないとき

第 35条  市長は、詐欺その他不正の行

為によつて、第 21条若しくは第 25条

第１項の料金、第 27条の手数料又は

第 28条の納付金の徴収を免れた者

に対し、その免れた金額の５倍に相

当する金額（当該５倍に相当する金

額が５万円を超えないときは、５万



は、５万円とする。）以下の過料に

処する。  

円とする。）以下の過料に処する。 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第 22条、第 24条

及び第 26条の改正規定は、同年６月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日前から継続して水道水の供給を受ける水道使用者等

の同日以後最初に行う検針に係る水道料金については、この条例による改

正後の我孫子市水道事業給水条例第 21条の規定にかかわらず、なお従前の

例による。  


